
《連絡先》 社会福祉法人 駒ヶ根市社会福祉協議会 〒399-4103 長野県駒ヶ根市梨の木 2-25 

 TEL:81-5900 FAX:81-5745 Email:kmshakyo@energy.ocn.ne.jp  HP・http://www.kmshakyo.org/ 

 

 

Q「社協会費」っていうことだけど、社協会員になった覚えはないよ？ 

社会福祉協議会は、地域福祉を進める中心的な役割を担う団体として、「社会福祉法」という

法律に位置づけられ、「お互いに支え合い安心して暮らせる地域」を住民の側から作っていく

ことを推し進める、公的な役割をもつ民間団体（社会福祉法人）です。 

「全ての人が安心して暮らせる地域」は、そこに暮らす全ての人が、自分のこととして地域づ

くりに参加してこそ実現します。会員を駒ヶ根市の全世帯対象とさせていただいているのも、

みんなで地域福祉の推進を目指しているからです。 

社協会費 

A 
 

Q 「寄付」じゃなくて、「社協会費」って呼ぶのには意味があるの？ 

「社協会費」は自分が暮らす地域をよりよくするために、地域福祉の主体者である会員として

出し合うお金です。 

「寄付」は善意の寄付金や遺志金などです。自由に出すもので会費とは区別しています。 

A 

 

◇司法書士相談(ふれあいセンター) 要予約 

毎月第４木曜日  午後１時～４時            

（相談時間３０分）先着 6 名   

 

◇弁護士相談(ふれあいセンター) 要予約 

３，６，９，１２月の第１木曜日 午後２時～４時 

 （相談時間３０分）先着 4 名  

 

◇ふれあいよろず相談(ふれあいセンター) 

社協には相談員が常駐しています。 

平日午前９時～午後５時までご相談いただけます。 

 

◇心配ごと相談(ふれあいセンター)  

民生児童委員の相談員さんが相談にのってくれます。 

   毎月第１木曜日 午後２時～６時 

 

 ※ 全てのご相談は、秘密厳守で対応いたしますので、安心してご相談ください。 

 

社協の無料相談窓口 

駒ヶ根市社協へお気軽にご相談ください！ 
 

① 生活困窮に陥っている方々への生活資金の貸し付けや食糧支援 

② 高齢者世帯や認知症のある方の生活相談・支援 

③ 複数の課題を抱えるご家庭や、地域とのつながりが希薄な方などの相談･訪問を行う 

『重層的支援体制整備事業』の実施 


